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（注）別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「豪ドル」は、オーストラリアの通貨であるオースト

ラリア・ドルを指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１豪ドル＝88.42円の換算
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率（2015年11月20日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場（仲値））により換算さ

れている。
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１【提出理由】

 

ウエストパック・バンキング・コーポレーション（以下「当行」）は、2015年10月14日、同日開催の取締

役会附属委員会の決議に基づき、35億豪ドルの普通株式の募集を開始しました。

よって、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の

規定に基づき、以下のとおり本臨時報告書を提出いたします。

 

 

２【報告内容】

 

(１)　有価証券の種類及び銘柄

普通株式

 

(２)　発行数

138,998,404株

 

(３)　発行価格及び資本組入額

発行価格：１株当たり25.50豪ドル（2,254.71円）

 

資本組入額：１株当たり25.50豪ドル（2,254.71円）

 

(４)　発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額：約35億豪ドル（約3,094億７千万円）

 

資本組入額の総額：約35億豪ドル（約3,094億７千万円）

 

(５)　株式の内容

当行普通株式の保有者又はその代理人は、当行の株主総会において１株につき１個の議決権を行使する

ことができる。また、当行普通株式の保有者は、保有する株式数及び払込金額に応じて配当金を受領

し、当行の清算時においては残余財産の分配を受けることができる。

 

(６)　発行方法

下記の者を対象とした当行普通株式の募集

ア　適格個人株主－2015年10月19日の午後７時（シドニー時間）時点で普通株式の登録保有者であり、

かつオーストラリア又はニュージーランドに住所を有する者（保有する普通株式23株につき１株の

割合で、新株を１株当たり25.50豪ドルの発行価格で購入できる。）、及び

イ　機関投資家－当行により勧誘された特定の機関投資家。
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(７)　引受人の名称

メリルリンチ・エクイティーズ（オーストラリア）リミテッド及びUBS AG オーストラリア支店

 

(８)　募集を行う地域

オーストラリア、ニュージーランドその他適格投資家が居住する法域

 

(９)　提出会社が取得する手取金の総額及び使途

ア　提出会社が取得する手取金の総額

約35億豪ドル（約3,094億７千万円）

 

イ　使途

2016年７月１日以降に適用されるモーゲージ・リスク・ウェイトの引上げに対応するための増

資。普通株式の募集に係る手取金の純額は、一般的な事業目的において使用される。

 

(10)　新規発行年月日

2015年10月29日及び2015年11月20日

 

(11)　当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

オーストラリア証券取引所及びニュージーランド証券取引所

 

(12)　その他

ア　資本の額（2015年９月30日現在）：

28,895百万豪ドル（約2,554,896百万円）

 

イ　発行済普通株式総数（2015年９月30日現在）：

3,183,907,786株

 

以　上
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